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放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
規
程
の
届
出
及
び
公
表
の
期
限
を
定
め
る
政
令

参
照
条
文

○
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
五
月
二
十
四
日
法
律
第
三
十
六
号
）
（
抄
）

附

則

（
業
務
規
程
の
届
出
に
係
る
経
過
措
置
）

第
四
条

協
会
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
に
、
新
法
第
二
十
条
の
四
及
び
第
二
十
九
条

の
規
定
の
例
に
よ
り
、
新
法
第
二
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
規
程
を
定
め
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
業
務
規
程
の
内
容
が
新
法
第
二
十
条
の
四
第
二
項
第
三
号
に
適
合
し
て
い
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
、
学
識
経
験
者
及
び
利
害
関
係
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
業
務
規
程
が
新
法
第
二
十
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
と
き
は
、
協
会
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
業
務
規
程
を
変
更
す
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
勧
告
を
受
け
た
協
会
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
当
該
業
務
規
程
を
変
更
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
新
法
第
二
十
条
の
四
第

二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
確
保
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
協
会
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
業
務
規
程
を
変
更
す
べ
き
旨
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

５

総
務
大
臣
は
、
第
三
項
の
勧
告
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
つ
い
て
は
、
電
波
監
理
審
議
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

電
波
監
理
審
議
会
は
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
九
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
十
条
中
「
電
波
法
及
び

放
送
法
」
と
あ
る
の
は
、
「
電
波
法
、
放
送
法
及
び
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
六
号
）
」
と
す
る
。

７

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
協
会
の
役
員
を
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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８

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
公
表
を
し
た
と

き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
協
会
の
役
員
を
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

９

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
及
び
公
表
は
、
施
行
日
に
お
い
て
新
法
第
二
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
及
び
公
表
と
み
な

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

第
三
項
の
勧
告
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
期
限
が
施
行
日
以
後
に
到
来
す
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
施
行
日
以
後
は
、
そ

10
れ
ぞ
れ
新
法
第
二
十
条
の
四
第
六
項
の
勧
告
又
は
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
と
み
な
す
。


